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資料のポイント

○ 防災・減災、国土強靱化は、大規模災害をはじめとする自然災害への対応やインフラの老朽化対策など、
安全が確保された国民生活を実現するための重要な要素である。（国土形成計画の法定計画事項）

○ Ⅰ.激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策としては、

事前防災から復旧・復興までの各段階で、ハード対策とソフト対策の両面から
① 自然災害による人命・財産の被害の防止・最小化を図ること
② 自然災害発生時の交通ネットワーク・ライフラインの維持、国民経済・生活を支えるための対策に取り

組むこと
が、主要課題と考える。
※国土構造に関わる中長期的な視点からの問題提起は別途整理

○ Ⅱ.予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策としては、

将来もインフラの機能を十分に発揮していくため、
① インフラの維持管理・更新にかかるコストを可能な限り抑制し、メンテナンスの生産性向上や担い手の

確保を図りながら、機能を持続的に保つこと
が、主要課題と考える。

○ 上記課題をクリアーするため、以下のような方向性で取組が進められている。
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Ⅰ-①

防災・減災に向けた関係者が一体となった総合的な対策の推進
（施設の整備等による防災・減災対策、迅速で分かりやすい災害情報等の提供、避難者・帰宅困難者対策、
災害時の事業継続機能の確保、広域連携体制の整備、災害対応体制の強化、流域治水の推進）

公助に加えて、自助、共助の強化
（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底、地域防災力の向上等、迅速で分かりやすい災害情
報等の提供）

Ⅰ-②
交通・物流等の機能確保のための対策
（ネットワークの維持・復旧、ライフラインの維持・復旧、中枢機能のバックアップ等）



資料のポイント

Ⅱ-①

デジタル技術も活用しながら予防保全型のインフラメンテナンスへの転換を図り、可能な限りコストを抑制
しつつ、効率的にインフラを管理する。

行政の縦割りを排除し、地方公共団体や民間企業、地域住民等と連携・協働したインフラメンテナンス体制
を確保

○ 安全が確保された国民生活の実現にあたって、以下の点を将来まさに考えなければならないことを留意し
ておくべきではないか。その他に、留意すべきことはないか。

・南海トラフ巨大地震等の大規模災害は、想定を超える可能性が常にあることを認識しておく必要があるの
ではないか。

・インフラのメンテナンスについて、対応方針の取組によっても人口減少や予算制約等の状況から難しくな
ることも考えられ、デジタルの進展等を見据えて対応を検討していくことが必要ではないか。

○ 計画策定までに防災・減災、国土強靱化に関する目標について検討する。

3



4

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（１）

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
１．現行計画の目標と現状
○目標：

・あらゆる機関と連携しつつ、災害から人命を守り、経済社会が致命的なダメージを受けず、速やかに復旧・
復興できる、災害に対し粘り強くしなやかな国土を形成すること（P38）

・ライフライン・インフラの耐災害性向上により、重要インフラの機能を失うことのないようにする（P40）

○現状：

・首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の切迫
※南海トラフ地震(M8～9クラス)の発生確率：30年以内に70％程度→30年以内に70～80％（2022年1月1日時点）

40年以内に90％程度（2022年1月1日時点）

首都直下地震(M7程度)の発生確率：30年以内に70％程度（2022年1月1日時点）

住宅の耐震化率：平成27年90％、令和2年95％

（「南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和3年5月変更）」の目標）→約87％（平成30年）

・気候変動に伴う風水害の局地化・激甚化・集中化、土砂災害の頻発等が懸念

※氾濫危険水位を超過した河川数：83（2014年）→403（2019年）＜2014年～2019年の期間では2018年の474が最多＞

土砂災害の発生件数：平均963件/年（1991年～2000年）→平均1,495件/年（2011年～2020年）

短時間豪雨（50mm/h以上）の年間発生回数：平均174回（1976年～1985年）→平均251回（2010年～2019年）

※今世紀末時点で降雨量は2℃上昇時に1.1倍～1.15倍、洪水発生頻度は2倍になると予測

・富士山大規模噴火など、大規模噴火時の降灰への備えは進んでいない。

※富士山大規模噴火の降灰シミュレーションによると、処理が必要な火山灰量は西南西風卓越ケースで約4.9億㎥（東日本大
震災の災害廃棄物量の約10倍）。

２．将来の懸念
気候変動によって風水害の激甚化・頻発化が見込まれ、南海トラフや首都直下などの大規模地震等が切迫化して

おり、災害から人命を守り、社会経済活動への影響を抑制していくことができるのか懸念される。
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３．課題
大規模自然災害に対して、事前防災から復旧・復興までの各段階で、ハード対策とソフト対策の両面から
①自然災害による人命・財産の被害の防止・最小化
②自然災害発生時の交通ネットワーク・ライフラインの維持、国民経済・生活を支えるための対策
に取り組む必要がある。

４．対応の方向性
（１）人命・財産の被害の防止・最小化するための対策を着実に進める
①防災・減災に向けた関係者が一体となった総合的な対策の推進
（施設の整備等による防災・減災対策）
・地震、津波、洪水、高潮、火山噴火、土砂災害や、土砂・洪水氾濫などの自然災害に対して、河川管理施設、

雨水貯留浸透施設、下水道施設、海岸保全施設、砂防関係設備、治山施設・保安林の整備などのハード対策
を進める。【内閣府、農水省、国交省】

・大規模地震想定地域等における海岸堤防などの防災インフラについては、完了に向けて計画的かつ着実に耐震
化・液状化対策等を進めるとともに、津波被害リスクが高い河川・海岸において、堤防のかさ上げ、水門等
の自動化・遠隔操作化、海岸防災林等の整備を推進する。【国交省、農水省】

・津波避難ビル等のガイドラインの普及、意識啓発活動等を実施することにより、津波避難ビル等の指定を推進
する【内閣府、消防庁】

・警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の活動の拠点施設の耐震化を進める。【内閣府、警察庁、総務省、国土交
通省、防衛省】

・老朽化マンション等の建替え、建築物の耐震改修等により、住宅・建築物・学校等の耐震化を進める。【文科
省・国交省】

・公園・街路等の活用による避難地・避難路の整備等により、密集市街地の延焼防止等の大規模火災対策を進め
る。【国交省】

・気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化の懸念を踏まえ、防災・減災対策に気候変動適応を組み込む。【環
境省】

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（２）
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（迅速で分かりやすい災害情報等の提供）
・災害関連情報について、準天頂衛星、地理空間情報（G空間情報）、陸海統合地震津波火山観測網

（MOWLAS） などの先進技術やSNS等の活用など多様な収集手段で確保するとともに全ての国民が正確な情
報を確実に入手できるよう、防災無線のデジタル化など多様な提供手段を確保する。【内閣府、警察庁、総
務省、文科省、農水省、経産省、国交省、防衛省】

・救助・救急活動や道路・航路啓開等に必要な航空機、船舶、車両、通信資機材などの装備資機材や防災情報等
について、共通の通信手段の充実や民間情報の活用等に配慮しつつ、整備・高度化を推進する。【内閣府、
警察庁、総務省、法務省、国交省、防衛省】

・地域の災害リスクを容易に入手できるよう、各種災害のリスク情報を集約して一元化する取り組みを進める。
【国交省、市町村】

・３D技術など活用した情報発信はじめ、災害リスクを実感できる防災気象情報の発信や取組を進める。【国交
省、市町村】

・発災時に高齢者、障害者等や自治体を超えて通勤・通学を行う者の位置情報を関係者へ提供することで、より
円滑な避難支援を実現する。【消防庁、厚労省、国交省、市町村、住民】

（避難者・帰宅困難者対策）
・避難先の収容能力は有限であり、避難が必要な住民すべてを行政が確保した避難先に受け入れきれないことが

考えられるため、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等、自主的な避難先の確保を住民等に促す取組
を推進する。【内閣府、都道府県、市町村 】

・都市部等における大量の帰宅困難者の発生に対応するため、民間事業者等と協力して、共助の観点から、行政
関連施設のほか民間施設を主体とした一時滞在施設の確保、発災時に必要な情報提供、徒歩帰宅者等の円滑
な帰宅への支援等の帰宅困難者対策を推進する 。【内閣府、都道府県、市町村】

（災害時の事業継続機能の確保）
・企業等は、サプライチェーンの寸断等による全国の生産・サービス活動の低下の影響を可能な限り低減させる

ため、中枢機能やデータのバックアップ体制の強化等を考慮した事業継続計画（BCP）の策定及び事業継続マ
ネジメント（BCM）を進め、災害時においても重要業務を継続するよう努める 。【内閣府、経産省、民間企
業】

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（３）



7

（広域連携体制の整備）
・地方公共団体間の広域連携や相互応援協定の締結等、外部からの支援受入れによる業務継続体制の強化など、

災害対応力を高める。【内閣府、総務省、その他関係府省庁 】
・救助・救急効果の向上を図るため、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊、海上保安庁の部隊、DMAT

（災害派遣医療チーム）、救護班、これらの救助・救急部隊等と現場で密接に連携するTEC-FORCE（緊急災
害対策派遣隊）の連携を推進するための訓練等により、より一層対処能力を向上させる。【内閣府、警察庁、
総務省、国交省、厚労省、防衛省 】

・地域の防災活動拠点の後方支援にあたる広域防災拠点の整備を進める。【内閣府、国交省、都道府県、市町
村】

・広域的な防災拠点となる道の駅を「防災道の駅」として選定し重点的に支援するほか、広域災害応急対策の拠
点となる道の駅等の駐車場を「防災拠点自動車駐車場」として指定し、防災機能を強化する。【国交省、都
道府県、市町村】

（災害対応体制の強化）
・災害時の業務継続や人命救助体制の拡充、災害対応の効率化の観点から、遠隔自治体からの職員派遣や消防の

広域応援の取組や防災業務のデジタル化を促進する。【内閣府、消防庁、総務省、デジタル庁、国交省、市
町村（連携）】

・被災者支援手続の実施にあたって、マイナポータルを活用した電子申請等の取組を進めることで、支援の迅速
化と被災者と行政双方の負担軽減を図る。【総務省、市町村】

（流域治水の推進）
・降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の

流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」を推
進する。【内閣府、金融庁、財務省、総務省、消防庁、文科省、厚労省、農水省、林野庁、水産庁、経産省、
資源エネ庁、中小企業庁、国交省、気象庁、環境省】

特定都市河川の指定の拡大や流域水害対策に係る協議会を創設するなど、流域治水に係る計画・体制の強
化を図る。

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（４）
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利水ダムの事前放流の拡大や、保水・遊水機能を有する土地を貯留機能保全区域として確保するなど、氾
濫をできるだけ防ぐための対策を進める。
防災集団移転促進事業の拡充や浸水被害の危険が著しく高いエリアを浸水被害防止区域として個々の開
発・建築行為を許可制にするなど、被害対象を減少させるための対策を進める。
ハザードマップ作成エリアを住家等の防御対象のある全ての河川流域、下水道、海岸に拡大するなど、被
害の軽減、早期復旧・復興のための対策を進める。

・災害ハザードエリアにおいて、まちづくりと連携して、開発の抑制や住まい方の工夫、移転の促進の取組を進
める。【国交省、都道府県、市町村（連携）、民間企業・団体、住民】

・緑地、農地など雨水を貯留浸透する機能を有する土地の保全・確保をする取組を進める。【国交省、農水省、
都道府県、市町村（連携）、民間企業、住民】

（防災・減災に資する土地利用の推進）
・災害ハザードエリアにおいて、まちづくりと連携して、開発の抑制や住まい方の工夫、移転の促進の取組を進

める。【国交省、都道府県、市町村（連携）、民間企業・団体、住民】【再掲】
・緑地、農地など雨水を貯留浸透する機能を有する土地の保全・確保をする取組を進める。【国交省、農水省、

都道府県、市町村（連携）、民間企業、住民】【再掲】
・土地の利用区分に関わらず、人家等に被害を及ぼし得る盛土行為を許可制にするなど、危険な盛土造成等を規

制するための全国一律のルール（新たな法制度）を創設し、危険な盛土等の発生を防止する。併せて、運用
に当たって不法盛土発見時の現認方法等のガイドラインの整備、地方公共団体における関係部局間の連携体
制の確保など、法施行体制・能力の強化を進める。 【内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、農水省、林野庁、
経産省、国交省、環境省 】

・脆弱な土地の利用を避けることや、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める
「Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）」や「グリーンインフラ」の考え方を普及し、国土利用・国土
管理の在り方の見直しも含めて地域の強靱性を高める取組を進める。【内閣府、農水省、国交省、環境省】

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（５）



9

（地籍調査による地籍図等の整備）
・一部の所有者が不明な場合等でも調査を進めることができる新たな調査手続や、都市部における官民境界の先

行調査、山村部におけるリモートセンシングデータを活用した調査など地域の特性や技術の進展に応じた効
率的な調査手法の活用を促進することにより、地籍調査の円滑化・迅速化を図り、今後災害が想定される地
域等において重点的に地籍調査を推進するとともに調査結果のデジタル化を進める。【国交省、都道府県、
市町村】

（迅速な復旧・復興に向けた取組）
・地域の災害リスクや産業構造の将来像、歴史・景観など地域固有の資源の在り方等を踏まえ、地域の将来を担

う世代も参画した復興ビジョン等について平時から検討を進める。【関係府省庁】
・応急仮設住宅等の円滑かつ迅速な供給方策、住宅の応急的な修理の促進方策及び復興まちづくりと連携した住

まいの多様な供給の選択肢について検討し、地方公共団体へ方向性を示すなど、必要な取組を進める。【内
閣府、国交省】

・東日本大震災の被災地において実施されてきた「新しい東北」の創造に向けたこれまでの取組を通じて蓄積さ
れたノウハウを、地方創生の取組のモデルケースとして、被災地内外に普及展開する。【復興庁】

②公助に加えて、自助、共助の強化
（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）
・地域の住民等の自助・共助の取組を促すため、住民や地方公共団体職員に向けてのガイドラインの作成や優良

事例の横展開等により、地区防災計画の作成を推進し、地域の防災力を向上する。【内閣府、都道府県、市
町村、民間企業、住民】※第4回資料（地域の防災）の再掲

・防災と福祉の官民の関係者が連携・協働して、個別避難計画の作成やハザードマップの利活用を促すためのマ
イ・タイムラインの作成など、高齢者等の避難行動要支援者をはじめ個々の住民の実情に応じた避難対策を
強化する。【内閣府、消防庁、厚労省、国交省、市町村、住民】※第4回資料（地域の防災）の再掲

・災害時に主体的な避難行動をとり、自らの命を守ることにつなげるため、全ての小・中学校で実践的な防災教
育を実施する。【内閣府、文科省、国交省、都道府県、市町村】

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（６）
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・平時から防災リーダーが中心となり地域で防災活動を行うことで、住民の防災意識が向上していることから、
地域の防災リーダーの育成を進める。【消防庁、国交省、市町村、民間企業】

・自然災害のリスクに関するハザードマップや被害想定等について地域の危険性に応じきめ細かく情報提供する
など、自然災害に関する住宅の保険・共済の加入促進に際して配慮すべき事項について取りまとめ周知する
等、自然災害による損害を補償する保険・共済への加入を一層促進する取り組みを進める。 【内閣府 】

（地域防災力の向上等）
・消防団の体制・装備・訓練の充実強化に加え、水防団の充実強化や自主防災組織の育成・教育訓練、道路啓開

等を担う建設業の人材確保の推進等により、地域防災力の充実強化を図る。【内閣府、総務省、国交省、民
間事業者 】

（迅速で分かりやすい災害情報等の提供）【再掲】（P6）

（２）交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策を進める
①交通・物流等の機能確保のための対策
（ネットワークの維持、復旧）
・災害に強い道路ネットワークの機能を確保するため、高規格道路のミッシングリンクの解消及び暫定２車線区

間の４車線化、高規格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化、高規格道路等へ
のアクセス性の向上等を推進する。また、海上・航空交通ネットワークを維持するための港湾・空港の高
潮・高波対策、地下鉄駅等の浸水防止対策等を進める。【国交省、都道府県、市町村、民間企業 】

・円滑な避難・帰宅のための交通・物流施設等の浸水対策や停電対策を含めた耐災害性の向上を図る。【内閣府、
警察庁、国交省】

・道路管理者と民間団体等との協定締結等により、各機関が最適な道路啓開を実施するための優先順位や資機材
投入等、発災時に円滑な調整を行う仕組みの構築を促進する 。【国交省、都道府県、民間企業】

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（７）
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（ライフラインの維持、復旧）
・ライフライン（電気、ガス、上下水道、通信）の管路や施設の耐震化・耐水化、電気火災防止のために自動的

に電力供給を停止する取組等による耐災害性の強化を図る。【内閣府、総務省、厚生労働省、経済産業省、
国土交通省】

・大規模自然災害発生時に医療資源が絶対的に不足する事態を回避するため、府省庁横断的に輸送手段の容量・
速度・交通アクセス等も含めた具体の検討を行い、医療資源の供給体制を確立する。【内閣府、厚労省、国
交省】

・金融サービスが確実に提供されるように、全ての主要な金融機関等における建物等の耐災害性の向上やシステ
ムのバックアップ、関係機関と連携した災害時の情報通信機能・電源等の確保を図る。【金融庁、財務省、
その他関係府省庁】

・ライフライン事業者におけるBCP/BCM（事業継続マネジメント）の構築や関係機関の連携による人材やノウ
ハウの強化を促進することにより、ライフラインの迅速な復旧に資する減災対策を進める。【総務省、厚生
労働省、経済産業省、国交省 】

・エネルギーの安定供給を確保するため、電力以外のエネルギー供給源の多様性の確保に向けた取組を推進する。
【経済産業省、民間企業】

（中枢機能のバックアップ等）
・災害発生直後においても首都機能が適切に維持、確保できるよう政府、行政機能のバックアップ体制の強化や

BCP（業務継続計画）の実効性の向上を図るとともに、企業の本社機能の地方移転や地方でのサテライトオ
フィス・キャンパスの設置を推進するなど、東京に集中する社会経済機能の分散を進める。【政府、民間企
業等 】

・東京一極集中からの脱却等の課題について、地方拠点強化税制など地方創生の取組とも連携しながら国土強靱
化の観点から取組を推進する 【内閣官房、内閣府】

５．留意点

①南海トラフ巨大地震等の大規模災害は、想定を超える可能性が常にあることを認識しておく必要があるのでは
ないか。

Ⅰ：激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（８）
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Ⅱ：予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策
１．現行計画の目標と現状
○目標：

・戦略的な維持管理・更新等の取り組みを行うことで、国民の安全・安心を確保し、中長期的なトータルコス

トの縮減・平準化を図る（P121）

○現状：

・我が国の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備されており、老朽化が進行
※国土交通省所管分野における維持管理・更新費は、2018年度は5.2兆円、2048年度は予防保全を基本とした場合で最大6.5

兆円（2018年度の1.3倍）、事後保全を基本とした場合で最大12.3兆円（2018年度の2.4倍）と推計

※道路橋：約39％（2023年3月）→約63％（2033年3月）

トンネル：約27％（2023年3月）→約42％（2033年3月）

河川管理施設：約42％（2023年3月）→約62％（2033年3月）

下水道管きょ：約8％（2023年3月）→約21％（2033年3月）

港湾岸壁：約32％（2023年3月）→約58％（2033年3月）

２．将来の懸念
高度成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化が一斉に進行することで、負担の増大のみならず、イン

フラが機能を発揮できなくなることが懸念されるのではないか。

３．課題
将来もインフラの機能を十分に発揮していくため、

①インフラの維持管理・更新にかかるコストを可能な限り抑制し、メンテナンスの生産性向上や担い手の確保を
図りながら、機能を持続的に保つこと

が課題ではないか。

Ⅱ：予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策（１）
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４．対応の方向性
（１）インフラの維持管理・更新にかかるコストを可能な限り抑制し、メンテナンスの生産性向上や担い手の確保

を図りながら、機能を持続的に保つ
①デジタル技術も活用しながら予防保全型のインフラメンテナンスへの転換を図り、可能な限りコストを抑制し
つつ、効率的にインフラを管理する。
・加速化するインフラの老朽化に対応するとともに、メンテナンスに係る費用が国や地方の財政を圧迫すること

のないよう、「事後保全」から「予防保全」への本格転換により、中長期的な維持管理・更新等に係るトータ
ルコストの縮減や負担の平準化を図るとともに、早期の安全・安心の確保を図る。【国交省、農水省、文科省、
都道府県、市町村、民間企業】

・各インフラ（通信施設、小中学校、医療施設、農業施設、エネルギー関連施設、道路等）管理者におけるイン
フラ長寿命化計画（行動計画）に基づき真に必要な各インフラにおける点検・診断・修繕・更新、情報の整備
に係るメンテナンスサイクルを構築し、効率的にメンテナンスサイクルを回す。 【内閣府、総務省、文科省、
厚労省、農水省、経産省、国交省】

・人口減少等による地域社会の変化や将来のまちづくり計画等を踏まえ、必要性の減少や地域のニーズ等に応じ
たインフラの廃止・除却、集約・再編の取組により、インフラストックの適正化を図る。《特に連携・協働が
重要》【国交省、都道府県、市町村、民間企業、住民】※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲

・インフラの維持管理等に必要な財源のあり方については、 PPP/PFI等の民間資金の活用を推進するとともに、
受益者負担を求めうる分野については、社会経済状況の変化や脱炭素社会の実現に向けた取組、海外における
利用者負担等に関する状況等を踏まえつつ、利用実態に即した適切な負担のあり方についての検討を進める。
【国交省、都道府県、市町村、民間企業、住民】※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲

・老朽化対策におけるメンテナンスコスト縮減の必要性を踏まえ、インフラ 分野のDXを推進するため、調査・
測量から施工・検査まであらゆる建設生産プロセスにおいてICTを活用しプロセスの最適化等による生産性向
上を目指す。 【国交省】

・インフラ分野におけるデジタル人材を育成・確保するため、BIM/CIMに関する基礎的な知識の習得、
BIM/CIM の活用目的や活用することによる有効性の理解、 BIM/CIM ソフトウェアを業務改革実現のツール
として活用するための専門知識の習得と技術力の向上を図る研修を実施する。 【国交省】

Ⅱ：予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策（２）
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・各管理者における業務の省力化のため、維持管理情報のデータベース化を推進する。また、セキュリティを確
保しながら、地形等のデータとの連携やシステム間の連携やデータのオープン化を進めることで、利便性の
向上や産官学による高度利用を図る。《データ連携基盤の構築》【国交省、都道府県、市町村、民間企業、
大学】

②行政の縦割りを排除し、地方公共団体や民間企業、地域住民等と連携・協働したインフラメンテナンス体制を
確保していく。

・多くのインフラを管理する地方公共団体等において、研修や講習の実施により、職員の技術力向上を推進する。
また、都道府県等に技術職員を増員配置し、技術職員が不足する市町村を支援する取組や、現役を引退した
産学官の技術者による自治体支援などの制度について周知・横展開を図る。【総務省、国交省、都道府県、
市町村（連携）、民間企業】※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲

・市町村の人不足、技術力不足を補うため、市町村が実施する点検・診断の発注事務を都道府県等が受委託する
地域一括発注の取組や、官民連携事業の導入を検討する地方公共団体への支援、道路協力団体等の制度を活
用したNPOや地縁組織等の多様な主体によるインフラ管理への参画を進める。《特に連携・協働が重要》
【国交省、都道府県、市町村、民間企業、住民】※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲

・インフラの維持管理等に携わる建設産業の担い手を確保・育成するため、デジタル技術も活用しながら、処遇
改善や働き方改革、生産性向上にかかる取組を一層推進し、若者や女性の入職、定着の促進、高年層が働き
やすい環境の整備を図る。【民間企業、国交省】※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲

５．留意点

①インフラのメンテナンスについて、対応方針の取組によっても人口減少や予算制約等の状況から難しくなるこ
とも考えられ、デジタルの進展等を見据えて対応を検討していくことが必要ではないか。

Ⅱ：予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策（３）
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Ⅰ.激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
○現行計画の目標と現状【 P17～21 】

○対応の方向性【 P22～54 】

（１）人命・財産の被害の防止・最小化するための対策を着実に進める
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Ⅱ.予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策
○現行計画の目標と現状【 P54～55 】
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○対応の方向性 【 P58～67 】

（１）老朽化する社会資本ストックについて中長期的なトータルコストの縮減・平準化を図る

①デジタル技術も活用しながら予防保全型のインフラメンテナンスへの転換を図り、可能な限
りコストを抑制しつつ、効率的にインフラを管理する。 [P58～64] 

②行政の縦割りを排除し、地方公共団体や民間企業、地域住民等と連携・協働した

インフラメンテナンス体制を確保していく。 [P65～67]
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現行計画の目標と現状（大規模地震の切迫）

17
出典：地震調査研究推進本部事務局「海溝型地震の発生可能性評価領域」および「長期評価による地震発生確率値の更新について」（令和４年１月１３日）より国土政策局作成



現行計画の目標と現状（気候変動に伴う風水害の局地化・激甚化
・集中化等）

18出典：国土交通省「国土交通省白書2021」より
国土政策局作成

氾濫危険水位を超過した河川数 短時間強雨（50mm/h以上）の年間発生回数

土砂災害の発生件数の推移



出典：国土交通省「「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 概要（令和３年４月改訂）」

現行計画の目標と現状（気候変動に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化）

19



現行計画の目標と現状（大規模噴火時の降灰対策）

20
出典：内閣府「大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策―～富士山噴火をモデルケースに～（報告）（令和２年４月７日公表）概要版」



現行計画の目標と現状（防災・減災が主流となる社会の実現）

21
出典：国土交通省総合政策局「第５次社会資本整備重点計画の概要」



22

対応の方向性(1)①（施設の整備等による防災・減災対策）

■ <取組事例>国土強靱化による河川管理施設等の整備

出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」
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対応の方向性(1)①（施設の整備等による防災・減災対策）

■ <取組事例>国土強靱化による山地災害危険地区等における治山対策

出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」



24
出典：内閣官房「令和４年度国土強靱化関係予算案の概要」

■ <取組事例>国土強靱化による大規模津波対策

対応の方向性(1)①（施設の整備等による防災・減災対策）



25

■ <取組事例>津波避難施設の整備数（令和３年４月時点）

対応の方向性(1)①（施設の整備等による防災・減災対策）

出典：内閣府ホームページ（http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/hinan/pdf/r304gaiyou.pdf）



26出典：国土交通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001442709.pdf）

■ <取組事例>住宅・建築物の耐震化に関する支援制度（令和３年度）

対応の方向性(1)①（施設の整備等による防災・減災対策）
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○大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市街地（以下「危険密集市街地」という。）において、老朽建築物
の除却や延焼防止性能を有する建築物への建替、避難路となる道路や避難地となる公園等の整備を促進する。

出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」

■ <取組状況>地震時等に著しく危険な密集市街地対策

対応の方向性(1)①（施設の整備等による防災・減災対策）
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出典：内閣官房「令和４年度国土強靱化関係予算案の概要」

■ <取組事例>防災情報のデジタル化

対応の方向性(1)①（迅速で分かりやすい災害情報等の提供）



出典：会津若松市「オプトインによる共助型分散社会の実現」より国土政策局作成

■ <取組事例>位置情報を活用した取組

会津若松市では、オプトイン（事前同意）に基づく市民からのデータ提供と、提供されたデータを活用したパーソナライズ
されたサービスの提供を行っている。

対応の方向性(1)①（迅速で分かりやすい災害情報等の提供）
※第4回資料（地域の防災）の再掲
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30
出典：内閣府「平成27年版 防災白書 図表1-1-13 大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」

対応の方向性(1)①（避難者・帰宅困難者対策）

■ <取組状況>大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン

○膨大な数の帰宅困難者の発生が想定される大都市圏において、官民が連携して対策の検討を行う際に活用するもの
として、一斉帰宅の抑制や一時滞在施設の確保の基本的な考え方などを示したガイドラインを作成し、関係機関に周
知している。
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対応の方向性(1)①（災害時の事業継続機能の確保）

出典：（左図）内閣府「事業継続ガイドライン（令和３年４月）」
（右図）内閣府「令和元年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の概要

企業のBCP策定の取組を促すため、ガイドラインの策定が行われている。
企業のBCPの策定状況について、大企業の約７割、中堅企業の３割強が策定している。（令和２年２月時点）
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対応の方向性(1)①（広域連携体制の整備）

■ <取組状況>訓練における実動部隊の連携

出典：消防庁提供資料より国土政策局作成
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対応の方向性(1)①（広域連携体制の整備）

出典：国土交通省「令和4 年度 道路関係予算概要（令和4 年1 月）」

■ <取組状況>「道の駅」第３ステージの推進
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出典：内閣府「被災者支援制度におけるマイナポータルの活用に関するガイドライン改訂版（概要）」

■ <取組状況>被災者支援制度におけるマイナポータルの活用

対応の方向性(1)①（災害対応体制の強化）
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出典：国土交通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf）

対応の方向性(1)①（流域治水の推進）



出典：国土交通省「第１１回都市計画・歴史的風土分科会、第１８回都市計画部会及び第１７回都市計画基本問題小委員会合同会議 資料3（令和3年12月14日）」

■ <取組状況>頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」

対応の方向性(1)①（防災・減災に資する土地利用の推進）
※第4回資料（地域の防災）の再掲
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対応の方向性(1)①（防災・減災に資する土地利用の推進）

■ <取組状況>盛土による災害の防止に関する対応

出典：内閣府「盛土による災害の防止に関する検討会 提言（令和３年１２月２４日公表） 概要」
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出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」

■ <取組状況>グリーンインフラを活用した防災・減災対策（Eco-DRR）

対応の方向性(1)①（防災・減災に資する土地利用の推進）



39
出典：復興庁「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集（概要版）」

■ <取組状況>東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集

対応の方向性(1)①（迅速な復旧・復興に向けた取組）

〇 マトリックス表 ：「被災者支援」「住まいとまちの復興」「産業・生業の再生」「協働と継承」の４つの分野ごとに、
課題の発生時期（応急、復旧、復興前期、復興後期）及び各課題の相関関係を表形式で整理。

〇 本 文 ：「課題」ごとに、東日本大震災からの復興における「状況」と「取組」、そこから導かれる「教訓・
ノウハウ」を記述。

〇 事 例 個 票 ：本文に紹介された「取組」について個別・詳細に紹介。

構成

○ 東日本大震災からの復旧・復興に係る官民の膨大な取組事例※を収集・調査。
成功事例だけでなく残された課題も記述。

〇 復旧・復興に係る研究者の専門的知見も踏まえ、事例から教訓・ノウハウを抽出。
〇 地方公共団体の職員等の理解に資するよう、簡潔かつ実践的に記述。

特徴

※原子力災害に係る事例については、地震・津波災害と課題が共通するものを除き収集対象としていない。
※記載の時点は、令和２年度現在である。

発災から10年が経過し、復興に係る
様々な取組が行われる中で、教訓や
知見が蓄積

「教訓・ノウハウ集」
の作成

来るべき大規模災害に備え、教訓・
知見の関係機関等との共有、活用
に期待

作成の趣旨

（参考）「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針（平成３１年３月閣議決定）

「減災」の考え方等を含めた多様な教訓や震災の記憶を風化させることなく次の世代に伝えるとともに、効果的な復興の手法・取組や民間のノ
ウハウ等を今後の防災・減災対策や復興に活用するため、「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）」との連携、国及び地方公共団
体等による震災・復興記録の収集・整理・保存等を通じて、復興手法を始めとして復興全般にわたる取組の集約・総括を進める。



40

対応の方向性(1)②（地域防災力の向上等）

出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」

■ <取組事例>地域防災力の中核を担う消防団に関する対策
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○平成31年4月より運用を開始し、地区防災計画の策定に向けた活動を促進するため、地域別・テーマ別に地域防災計画に反映
された地区防災計画の原文を掲載し、これから地区防災計画の策定を目指す方々や、既に策定された地区防災計画の更なる改
善を目指す方々に向けて横展開を図っている。

出典：内閣府ホームページ（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/chikubo/chikubo/index.html）

対応の方向性(1)② （防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）

■ <取組状況>地区防災計画ライブラリ

■地域別・テーマ別に選択するとリストが表示され事例ごとの地区防災計画資料を閲覧することができる



42出典：内閣府ホームページ（http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/r3modeljigyo.html）

対応の方向性(1)②（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）

■ <取組状況>令和3年度個別避難計画作成モデル事業

○個別避難計画の作成促進に資する効果的・効率的手法を構築し、全国に展開するため、 自治体において個別
避難計画の作成プロセスを構築する取組を支援するモデル事業を実施している。
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出典：中央防災会議防災対策実行会議平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ

「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）（概要版）（平成30年12月26日）」

対応の方向性(1)②（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）

■ <取組状況>「防災」と「福祉」の連携による高齢者の避難行動に対する理解促進
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対応の方向性(1)②（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）

■ <取組状況>学校における防災教育・避難訓練

出典：内閣府「令和３年７月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難のあり方について（報告）(令和４年２月４日)」



45出典：内閣府「令和３年７月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難のあり方について（報告）(令和４年２月４日)」

対応の方向性(1)②（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）

■ <取組状況>地域防災リーダーの育成
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○自助を促す取組として、自然災害リスクや保険・共済の必要性等を整理したパンフレットを作成し、自然災害によ
る損害を補償する保険・共済の加入促進のため普及啓発を図っている。

出典：内閣府ホームページ（http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaisha_kyosai/index.html）

対応の方向性(1)②（防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底）

■ <取組状況>保険・共済への加入促進のための普及啓発パンフレットの作成



出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」 47

対応の方向性(2)①（ネットワークの維持、復旧）

中長期の目標として、高規格道路約２万kmのミッシングリンクの解消や暫定２車線区間の４車線化、高規
格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化等により、発災後概ね１日以内に緊
急車両の通行を確保し、概ね１週間以内に一般車両の通行を確保する。



出典：高知県「高知県道路啓開計画」

南海トラフ巨大地震発生直後の病院への負傷者の搬送や支援物資の受け入れなどを円滑に行えるよう、
優先して通行を確保すべき防災拠点、揺れによる斜面崩壊や津波浸水などの想定される被災を考慮し
た啓開ルート、道路啓開を行う建設業者、手順を定めている計画を自治体でも定めている。

48

対応の方向性(2)①（ネットワークの維持、復旧）



出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」 49

対応の方向性(2)①（ライフラインの維持、復旧）

交通施設等の浸水対策の一環として、既往最大規模の降雨により浸水の恐れがある地下駅や電気設備
等の浸水防止対策を完了することにより、鉄道の耐災害性を強化する。

■ <取組状況>地下鉄等の浸水対策
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対応の方向性(2)①（ライフラインの維持、復旧）

■ <取組状況>ライフライン（上水道）の耐震化対策

出典：内閣官房「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 各対策毎の概要」

○地震災害等で破損した場合に断水影響が大きい上水道の基幹管路（導水管・送水管・配水本管）について、
耐震化等の対策を強力に推進することにより、国民生活や産業活動に欠かせないライフラインである水道の耐災
害性を強化し、災害等による大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する。



51
出典：内閣府「政府業務継続計画（首都直下地震対策）（概要）」

■ <取組状況>政府の業務継続への備え

対応の方向性(2)①（中枢機能のバックアップ等）
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出典：内閣府ホームページ（https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html）より国土政策局作成

対応の方向性(2)①（中枢機能のバックアップ等）

■ <取組状況>地方拠点強化税制の取組（令和3年度時点）
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出典：国土交通省国土政策局「企業等の東京一極集中に関する懇談会 とりまとめ（令和３年１月２９日）」

■ <取組状況>企業等の東京一極集中に関する検討

対応の方向性(2)①（中枢機能のバックアップ等）
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現行計画の目標と現状（インフラ等の老朽化）
※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲

出典：国土交通省「第４４回社会資本整備審議会計画部会（令和2年4月30日）【参考資料1】社会資本整備を取り巻く社会経済情勢」より国土政策局作成

高度経済成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について建設後50年以上経過
する施設数が加速度的に上昇。

【建設後50年以上経過する施設】
■２０１８年３月 ■２０２３年３月 ■２０３３年３月

■深刻化するインフラの老朽化
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現行計画の目標と現状（持続可能なインフラメンテナンス）

出典：国土交通省総合政策局「第５次社会資本整備重点計画の概要」
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将来の懸念（建設年数とインフラ機能の関連）

橋梁については、建設後経過年数に比例して判定区分Ⅰ・Ⅱから判定区分Ⅲ・Ⅳに遷移した割合が高くなり、
トンネルでは建設後21 年以上経過したものでは、判定区分Ⅰ・Ⅱから判定区分Ⅲ・Ⅳに遷移した割合が高く
なっている。

出典：国土交通省「令和２年度道路メンテナンス年報」より国土政策局作成

■建設後経過年数別の遷移状況（橋梁）（全道路管理者合計） ■建設後経過年数別の遷移状況（トンネル）（全道路管理者合計）

健全性の診断区分（橋梁・トンネル）



地方では、人口要因が一人当たりコスト増の大きな要因になっている。

出典：内閣府「令和３年度経済財政白書」より国土政策局
作成

都道府県別の１人当たりインフラコスト

インフラコスト増加（予防保全時）の要因分解

（備考）

1. 内閣府「社会資本ストック推計」、「国民経済
計算」、国土交通省「国土交通省所管分野に
おける社会資本の将来の維持管理・更新費
の推計」、総務省「人口推計」、国立社会保
障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成29年推計）」により作成。

2. 都道府県別1人当たりインフラコスト（上段）は、
以下の方法で試算。
① 一般政府固定資産（除く機械・設備、防衛
装備品、知的財産生成物）の前年比を用い
て、2015年以降の粗資本ストック額を延伸。

② 2018年の粗資本ストック額の都道府県別
のシェアを、国土交通省が推計した2018年
及び2038年の維持管理・更新費の最大値
に乗じることにより、都道府県別の維持管
理・更新費を試算。

③ 2035年と2040年の推計人口を線形補完
することで2038年の総人口を推計した上で、
②で試算した都道府県別の維持管理・更新
費を、2018年及び2038年の総人口で除す
ることで、1人当たりの費用を試算。

3. インフラコスト増加（予防保全時）の要因分解
（下段）にあたって生じた交差項は等分し、維
持更新費要因と人口要因に同額を加算。
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将来の懸念（都道府県別インフラ維持コスト）
※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲



出典：「第27回（第3期第9回）社会資本メンテナンス戦略小委員会（令和3年12月1日）」資料より国土政策局作成

平成30年に今後30年間の維持管理・更新費の推計を行った結果、事後保全から予防保全に転換することで
30年後の維持管理・更新費を約5割、30年間合計で約3割の維持管理・更新費を縮減できることが明らかに
なった。

58

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲



出典： 「第27回（第3期第9回）社会資本メンテナンス戦略小委員会」資料より国土政策局作成 59

メンテナンスサイクルを確立するため、個別施設計画を策定。

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲



出典： 国土交通省 「第１回 行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会」資料より国土政策局作成 60

ドローン等のデジタル技術も活用して効率的にメンテナンスを行う事例も存在。

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞



61出典： 「i-Construction委員会 報告書 概要資料」より国土政策局作成

i-Constructionの導入により、より創造的な業務への転換、賃金水準等の向上、十分な休暇の取得、安全の
向上、多様な人材の活躍、地方創生への貢献、希望が持てる新たな建設現場の実現が期待。
i-Constructionの推進により、より早く、効率的にインフラが整備・維持管理されることや、地域の建設企業が
元気になり地方創生につながること等、その効果を広く国民に公表し、情報共有していく取組（広報戦略）が必
要。

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲
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建設生産プロセス全体の生産性向上に必要となるBIM/CIMに関する基礎的な知識の概要を習得することを目
的に、発注者向けのBIM/CIM研修を実施する事例も存在。

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞

出典：国土交通省関東地方整備局「記者発表資料 「関東ＤＸ・i-Construction人材育成センター」の令和3年度研修計画を策定しました。（令和3年6月21日）」
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■ <取組状況>i-Constructionの推進（国土交通省）

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞

出典：内閣官房「デジタル田園都市国家構想実現会議（第２回） 主要な施策の概要（令和3年12月28日）」
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■ <取組状況>インフラ分野のデジタル技術研修（BIM/CIM研修）（国土交通省）

対応の方向性(1)①社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<効率的・低コストなインフラの管理＞

出典：内閣官房「デジタル田園都市国家構想実現会議（第２回） 主要な施策の概要（令和3年12月28日）」
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都道府県等が技術職員を増員し、平時に技術職員不足の市町村を支援するとともに、大規模災害時の中
長期派遣要員を確保。

出典： 総務省資料より国土政策局作成

対応の方向性(1)②社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<連携・協働したインフラメンテナンス体制＞※第5回資料（交通ネットワーク）の再掲
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地域一括発注の取組状況として、2020年度は46４市区町村（全市町村の27%）が活用。

出典：国土交通省「令和２年度道路メンテナンス年報」より国土政策局作成

対応の方向性(1)②社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<連携・協働したインフラメンテナンス体制＞
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年間の総実労働時間については、全産業と比べて360時間以上（約２割）長い。また、10年程前と比べて、
全産業では約186時間減少しているものの、建設業は約80時間減少と減少幅が小さい。
建設工事全体では、技術者の約４割が４週４休以下で就業している状況。

出典：国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」（11/11開催 CCAシンポジウム：「働き方改革は地域建設業から」発表資料）より国土政策局作成

対応の方向性(1)②社会資本ストックのコストの縮減・平準化
<連携・協働したインフラメンテナンス体制＞


